
【重要】給食費の返金について

臨時休業４日目となりました。重要なお知らせをします。

臨時休業に伴い余剰分の発生した給食費の返金を行うこととしました。お忙しい中御足労

をお掛けしますが、下記のように行いますのでよろしくお願いします。

なお、就学援助を受けている御家庭への返金はございません。

＜返金日＞

○１～５年生：３月１６日（月）７：３０～１８：００

３月１７日（火）７：３０～１８：００

○６ 年 生：３月１９日（木）９：１０～ ９：４０（卒業式の受付時）

※６年生は１～５年生の返金日にお越しいただいても大丈夫です。また、６年生の時に１

～５年生の兄弟分をまとめて受け取っても構いません。その時は、１～５年生の学級担

任に連絡をお願いします。

＜返金金額＞

○１～５年生 → ３，９００円

○６ 年 生 → ３，１２０円

※児童にとっては高額のため、保護者またはそれに準ずる方（祖父母等）に直接手渡した

いと考えています。児童のみ来校させぬようお願いします。

＜返金場所＞

○職員室前廊下

（本校舎玄関に保護者用入口を開けておきますので、インターホンは不要です）

＜その他＞

○受領印をいただきますので、はんこを忘れずにお願いします。

○返金日にどうしても学校に来られない場合は、学級担任に連絡をお願いします。

○その他、御不明な点等ございましたら、教頭の出貝（27-9200）まで御連絡ください。


